
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和元年１２月１０日（火） １０：０４～１０：２４ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

田 中 和 德 国務大臣（復興大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

衛 藤 晟 一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

竹 本  一 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

北 村 誠 吾 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：森 まさこ 国務大臣（法務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 明 宏 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 ４件 

〇国会提出案件 １７件 

〇公布（条約） ２件 

〇公布（法律） １件 

○政令        ６件 

○人事        ４件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「特定秘密の保護

に関する法律施行令等の一部を改正する政令」は，同法の施行から５年を経過する

日までの間，特定秘密を保有したことがない行政機関を同法の適用対象から除かれ

る機関として定めるものであり，「同法の統一的な運用基準の一部変更」は，同法施

行令等の一部改正に伴い，規定の整理を行うものであります。 

次に，「日・米貿易協定」及び「日・米デジタル貿易協定」の効力発生のための通

告について，御決定をお願いいたします。これらの条約は，今国会で承認を得たも

のであります。あわせて，これらの条約を公布することについて，御決定をお願い

いたします。 

次に，「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告」につい

て，御決定をお願いいたします。本件は，金融再生法に基づき，破綻金融機関の処

理状況等について，国会に報告するものであります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１５件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，「広島平和記念都市建設事業進捗状況報告書等１４件」について，御決定を

お願いいたします。これらの報告書は，各特別都市建設法に基づき，施設整備等の

事業の進捗状況を国会に報告するものであります。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「令和元年特定災害関連

義援金に係る差押禁止等に関する法律」が，６日の参議院本会議において，可決成

立したものであります。 

次に，政令５件について，御決定をお願いいたします。まず，「行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律等の一部改正法の施行期日令」は，同法のう

ち，情報通信技術を活用した行政の推進の基本原則や行政手続における情報通信技

術の活用に関する規定等の施行期日を本年１２月１６日と定めるものであり，「同

改正法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，情報通信技術を利用する方法により

行うことが適当でない手続を定める等，関係政令の規定の整備等を行うものであり

ます。 

次に，「日・米貿易協定」の関係政令２件について，申し上げます。「関税法施行

令等の一部を改正する政令」は，経済連携協定の特恵税率の適用を受ける場合に締

約国原産品申告書等の提出を必要とする協定として，同協定を追加する等の措置を

講ずるものであり，「畜産経営の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令」

は，同協定により関税譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等の一部を輸入する場

合を，独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合に追加する等の措

置を講ずるものであります。 

次に，「貨物自動車運送事業法の一部改正法の一部の施行期日令」は，同改正法の

うち，標準的な運賃の告示制度の導入に関する規定の施行期日を本年１２月１４日
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と定めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，茂木外務大臣がスリランカ国政

府要人との会談及びアジア欧州会合外相会合出席等のため１２日から１７日まで，

及び，日露外相会談等のため１７日から２１日まで，それぞれ海外出張されますの

で，御了解をお願いいたします。 

次に，宮内庁長官山本信一郎を願いに依り免じ，その後任に，宮内庁次長西村泰

彦を任命し，その後任に，元総務省大臣官房地域力創造審議官池田憲治を充てるこ

とを承認することについて，それぞれ御決定をお願いいたします。 

次に，輿重治外１３７名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

次に，件名外案件について，申し上げます。「日・ジャマイカ租税条約」に署名す

ることについて，御決定をお願いいたします。本件は，両国の間で，所得に対する

租税に関する二重課税の除去及び脱税の防止のための措置等について定めるもの

であります。なお，１２日の署名まで不公表といたしたいので，御了承をお願いい

たします。 

〇菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，私から，この機会に令和元年度

補正予算及び令和２年度予算編成について，申し上げたいと思います。 

  ・１２月１３日に令和元年度補正予算の概算閣議 

・１２月１７日及び１２月１８日に大臣折衝 

・１２月１８日に令和２年度政府経済見通しの閣議了解 

・１２月２０日に令和２年度予算の概算閣議 

を予定しておりますので，各閣僚におかれましては，改めて御理解と御協力をお願

い致します。 

  次に，外務大臣。 

〇茂木国務大臣：シリア北東部における人道危機に対する支援として，国連難民高等

弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）を含む４つの国際機関等に対し，合計１，４００万ド

ルの緊急無償資金協力を行うこととします。 

内容としては，シリア北東部において援助を必要とする人々に対し，水・衛生，

保健，シェルター，毛布，テント等援助物資の配布や，人道支援を行う国際機関と

の調整等の支援を実施するものです。 

〇菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

〇安倍内閣総理大臣：茂木大臣は，海外出張いたしますが，その出張不在中，菅内閣

官房長官を外務大臣の臨時代理に指定します。また，森大臣，萩生田大臣及び梶山

大臣がそれぞれ海外出張いたしておりますが，その出張不在中，武田大臣が法務大

臣の臨時代理に，竹本大臣が文部科学大臣の臨時代理に，西村大臣が経済産業大臣

の臨時代理及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当大臣の事務代理に，それぞれ

指定又は命じておりますので御了知願います。 

〇菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。外務大臣。 
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〇茂木国務大臣：本日の閣議において，日・米貿易協定，日・米デジタル貿易協定に

つきまして締結，公布の閣議決定をしていただきました。これを受けて，発効日を

来年１月１日と決め，本日中に米国に通告することになります。これを受けて，米

国において，大統領布告を今週中に出し，来年１月１日に発効となります。これま

での関係閣僚各位の御協力に感謝いたします。 

〇菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。財務大臣。 

〇麻生国務大臣：これまでに日本は，日ＥＵ・ＥＰＡ，ＴＰＰ１１を締結し，そして

今回の日・米貿易協定及び日・米デジタル貿易協定と，全てを締結しているのは，

日本だけです。私からも，感謝いたします。 

〇菅国務大臣：ほかに御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令 和 元 年 

12 月 10 日 

◎ 一 般 案 件

   ○ 特 定 秘 密 の 指 定 及 び そ の 解 除 並 び に 適 性 評 価 の 実

施 に 関 し 統 一 的 な 運 用 を 図 る た め の 基 準 の 一 部 変

更 に つ い て （ 決 定 ）        （ 内 閣 官 房 ）

〃 ○ 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 貿 易 協 定 の 効 力

発 生 の た め の 通 告 に つ い て （ 決 定 ）  （ 外 務 省 ）

〃 ○ デ ジ タ ル 貿 易 に 関 す る 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と

の 間 の 協 定 の 効 力 発 生 の た め の 通 告 に つ い て

（ 決 定 ）               （ 同 上 ）

◎ 国 会 提 出 案 件

   ○ 破 綻 金 融 機 関 の 処 理 の た め に 講 じ た 措 置 の 内 容 等

に 関 す る 報 告 に つ い て （ 決 定 )( 金 融 庁 ・ 財 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 ３ 条 委

員 会 で あ る カ ジ ノ 管 理 委 員 会 の 任 務 及 び 所 掌

事 務 に 照 ら し そ の 人 事 が 不 適 当 で あ る こ と に

関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 内 閣 府 本 府 ）

〃 ○ 1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 統 合 イ

ノ ベ ー シ ョ ン 戦 略 ２ ０ １ ９ に お け る イ ノ ベ ー

シ ョ ン 化 の 阻 害 要 因 を 府 省 間 で 共 有 し ， 各 府

省 庁 所 管 の 事 業 ・ 制 度 を 見 直 す と の 記 述 に 関

す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 中 谷 一 馬 （ 立 国 社 ） 提 出 「 桜 を 見

る 会 」 の 招 待 者 名 簿 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答

弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）

1. 参 議 院 議 員 塩 村 あ や か （ 立 憲 ・ 国 民 ． 新 緑 風

会 ・ 社 民 ） 提 出 避 難 の 在 り 方 や 避 難 所 等 の 災

害 対 策 に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い

て （ 決 定 ）            （ 同 上 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 国 社 ） 提 出 反 社 会 的  
勢 力 の 定 義 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）          （ 警 察 庁 ）  

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 国 社 ） 提 出 祝 賀 御 列  
の 儀 で 天 皇 皇 后 両 陛 下 を 護 衛 し た サ イ ド カ ー  
の 今 後 の 使 用 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に  
つ い て （ 決 定 ）          （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 丸 山 穂 高 （ 無 ） 提 出 東 京 オ リ ン ピ  
ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク に お け る 旭 日 旗 の 使 用  
に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）            （ 外 務 省 ）  

1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 ロ ー マ 教 皇 の 核 廃 絶 演 説 に 対 す る  
政 府 の 受 け 止 め に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書  
に つ い て （ 決 定 ）         （ 同 上 ）  

1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 
社 民 ） 提 出 現 在 の Ｇ Ｓ Ｏ Ｍ Ｉ Ａ の 状 況 に 関 す  
る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

    （ 同 上 ）  
1. 参議院議員熊谷裕人（立憲・国民．新緑風会・ 

社 民 ） 提 出 韓 国 国 会 議 長 に よ る 徴 用 工 問 題 の  
解 決 案 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 大 西 健 介 （ 立 国 社 ） 提 出 宗 教 活 動  
に 関 わ る 事 業 の キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 に 関 す る  
質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

      （ 財 務 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 国 社 ） 提 出 産 学 連  

携 の 共 同 開 発 の 推 進 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 文 部 科 学 省 ）  

1. 衆議院議員大西健介（立国社）提出「培養肉」 
に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）          （ 農 林 水 産 省 ）  
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1. 衆 議 院 議 員 大 西 健 介 （ 立 国 社 ） 提 出 「 八 丁 味  
噌 」 の 地 理 的 表 示 保 護 制 度 へ の 登 録 に 関 す る  
再 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

  （ 農 林 水 産 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 長 尾 秀 樹 （ 立 国 社 ） 提 出 有 償 援 助  

（ Ｆ Ｍ Ｓ ） に よ る 防 衛 装 備 品 等 の 調 達 に お け  
る 手 数 料 の 減 免 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書  
に つ い て （ 決 定 ）        （ 防 衛 省 ）  

   ☆ 広 島 平 和 記 念 都 市 建 設 事 業 進 捗 状 況 報 告 書 等 １ ４  
件 に つ い て （ 決 定 ）       （ 国 土 交 通 省 ）  

 

◎ 公 布 （ 条 約 ） 

   ☆ 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と の 間 の 貿 易 協 定 

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ） 

 〃  ☆ デ ジ タ ル 貿 易 に 関 す る 日 本 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 と 

の 間 の 協 定 （ 決 定 ）          （ 同 上 ） 

 
◎ 公 布 （ 法 律 ） 

   ☆ 令 和 元 年 特 定 災 害 関 連 義 援 金 に 係 る 差 押 禁 止 等 に 

関 す る 法 律 （ 決 定 ） 

 

◎ 政  令 

   ○ 情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政 手 続 等 に 係 る 関 係 

者 の 利 便 性 の 向 上 並 び に 行 政 運 営 の 簡 素 化 及 び 効 

率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 

技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 

の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 ）    

 （ 内 閣 官 房 ・ 総 務 ・ 経 済 産 業 省 ） 

 〃  ○ 情 報 通 信 技 術 の 活 用 に よ る 行 政 手 続 等 に 係 る 関 係 

者 の 利 便 性 の 向 上 並 び に 行 政 運 営 の 簡 素 化 及 び 効 

率 化 を 図 る た め の 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 

技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 

の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 等 に 関 す る 政 令 

（ 決 定 ）               （ 同 上 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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   ○ 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 令 等 の 一 部 を 改 

正 す る 政 令 （ 決 定 ）        （ 内 閣 官 房 ） 

 〃  ○ 関 税 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

           （ 財 務 ・ 農 林 水 産 ・ 経 済 産 業 省 ） 

 〃  ○ 畜 産 経 営 の 安 定 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改 正 

す る 政 令 （ 決 定 ）        （ 農 林 水 産 省 ） 

 〃  ○ 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 

部 の 施 行 期 日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 )( 国 土 交 通 省 ） 

 

◎ 人  事 

   ☆ 外 務 大 臣 茂 木 敏 充 の 海 外 出 張 に つ い て （ 了 解 ） 

   ○ 西 村 泰 彦 を 宮 内 庁 長 官 に 任 命 し ， 宮 内 庁 長 官 山 本 

信 一 郎 を 願 に 依 り 免 ず る こ と に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き ， 内 閣 の 承 認 を 得 る 

こ と に つ い て （ 決 定 ） 

 〃  ☆ 元 労 働 技 官 輿  重 治 外 １ ３ ７ 名 の 叙 位 又 は 叙 勲 に 

つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕     

  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
資 料  
あ り  
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                 令 和 元 年 

              12 月 10 日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 所 得 に 対 す る 租 税 に 関 す る 二 重 課 税 の 除 去 並 び に 

脱 税 及 び 租 税 回 避 の 防 止 の た め の 日 本 国 と ジ ャ マ 

イ カ と の 間 の 条 約 の 署 名 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 外 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 
 

  

（ 火 ）   件 名 外 案 件  

資 料  
な し  
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